
８７ 

 

議第２５号 

 

   市有財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり市有財産を無償で譲渡したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第６号の規定により議決を求める。 

 

  平成２６年３月３日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

記 

 

１ 譲 渡 財 産（建 物） 

位  置 構  造 床面積 (㎡) 

高山市丹生川町町方９８番地１ 鉄骨造２階建 ２，９９３．５１ 

高山市久々野町久々野１２０２番地 鉄筋コンクリート造２階建 ３，７０５．９９ 

２ 譲渡の相手方  高山市久々野町久々野１２０２番地 

社会福祉法人高山八寿会 

          理事長 東 季彦 

３ 譲渡の理由  施設の有効活用を図るため 

４ 譲渡の時期  平成２６年４月１日 

 



８８ 

 

資  料 
 

譲渡財産位置図 

 

  

（高山市丹生川町町方） 

 

 

 

丹生川支所 

市立丹生川小学校 

譲渡財産 

（特別養護老人ホーム 丹生川苑） 

国道１５８号 

Ｎ 

至 高山市街 

至 平湯 



８９ 

 

資  料 
 

譲渡財産位置図 

 

 

（高山市久々野町久々野） 

 

 

 

 

国道４１号 

譲渡財産 

（特別養護老人ホーム 八光苑） 

ＪＲ高山本線 

Ｎ 

至 一之宮町 

至 下呂市 


